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提
出
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に
よ
る
虚
偽
の
陳
述
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
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を
送
付
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る
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議
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加
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提
出
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述
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に
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弁
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国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
で
は
、
す
べ
て
職
員
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
法
第
九
十
九
条
で
は
、
職
員

は
、
そ
の
官
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
官
職
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。し

た
が
っ
て
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
政
府
参
考
人
は
、
国
会
に
お
い
て
誠
実
か
つ
正
確
に
陳
述
を
行
う
べ
き
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。


